
特別支援学校・重複障害特別支援学級専門医設置要綱

 （目的）

第１条 この要綱は、川崎市教育委員会非常勤職員に関する規則（昭和６３年川崎市教育

委員会規則第３号。以下「規則」という。）及び平成１７年３月３日付け１６川教庶第１

２７４号教育長通知別紙「川崎市教育委員会非常勤職員に関する取扱要綱」に基づき、

特別支援学校及び重複障害特別支援学級の整形外科医（以下「専門医」という。）につい

て、必要な事項を定めるものとする。

 （職務）

第２条 専門医は、次の各号に掲げる職務に従事する。

（１） 障害のある児童・生徒の検診及び健康管理に関すること。

（２） 教職員及び保護者への助言・指導に関すること。

 （任用）

第３条 専門医は、その職を必要とする指導課長が選考し又は医師会の推薦により、庶務

課長の合議を経て総務部長の決裁を受けなければならない。

（１） 前条に掲げられる職務の遂行能力があると認められる者。

（２） 医師免許を有する者。

２ 重複障害特別支援学級専門医の任期は原則として、１年以内とする。

 （定数）

第４条 専門医の定数は、５名とする。

 （身分）

第５条 専門医の身分は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第３

号に規定する非常勤とする。

 （退職）

第６条 専門医は次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって退職する。

（１） 任用期間が満了した日

（２） 退職を願い出て承認があった日

（３） 死亡したとき

 （守秘義務）

第７条 専門医は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も



同様とする。

 （勤務日）

第８条 専門医の勤務日は、指導課長が定める。

 （報酬）

第９条 専門医には、第１種報酬及び第２種報酬を支給する。

２ 第１種報酬の額は、１回につき１８，９００円とする。

３ 第２種報酬の額は、川崎市教育委員会非常勤職員に関する要領第１３条第３項及び第

４項に定めるところによる。

４ 前各項に規定する第１種報酬及び第２種報酬の支給方法は、正規職員の例による。

 （公務災害等の補償）

第１０条 専門医の公務上の災害又は通勤による災害の補償は、労働者災害補償保険法（昭

和２２年法律第５０号）の定めるところによる。

 （定めのない事項）

第１１条 この要綱に定めのない事項については、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

その他関係法令の定めるところによる。

 （委任事項）

第１２条 この要綱の施行について必要な事項については、その都度所属長が定める。

附 則

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。


